
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日時：令和２年３月30日(月)

15時45分（予定）～

場所：庁議室

会 次 第

１ 開 会

２ 本部長あいさつ

３ 議 題

（１）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針について

（２）その他

４ 閉 会





新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

Ｒ２.３月 健康増進課
20/3/30 10時9分45秒

3/13 改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」)成立
・新型コロナウイルス感染症が特措法の対象

3/26 厚生労働大臣→内閣総理大臣
・新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高い旨報告

3/26 特措法に基づく政府対策本部設置
・同日，県対策本部設置

国民の生命を守るため，新型コロナウイルス感染症をめぐる状況
を的確に把握し，国や地方公共団体，医療関係者，専門家，事業者
を含む国民が一丸となって，新型コロナウイルス感染症対策をさら
に進めていくため，今後講じるべき対策

3/28 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針決定

〇新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針
・情報提供・共有及びまん延防止策により，各地域においてクラスター
等の封じ込め及び接触機会の低減を図り，感染拡大の速度を抑制する。

・サーベイランス（発生動向調査）・情報収集及び適切な医療の提供に
より，高齢者等を守り，重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止め
るべく万全を尽くす。

・的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により，社会・経済機能への
影響を最小限にとどめる。

・なお，感染者の発生状況等を踏まえ，強化した対策を適宜適切に元に
戻す。

〇新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
・情報提供・共有／サーベイランス（発生動向調査）・情報収集／まん延防止
／医療／経済・雇用対策／その他重要な留意事項

爆発的な感染拡大を伴う大規模な流行につながりかねない状況






























